
議案第２２号 

 

   佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

  令和３年８月２３日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例（平成５年佐倉市条例第４３号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

第１展示室 １週間につき ２６，４００

円 
１日につき １，６５０円 

第２展示室 １週間につき ２６，４００

円 
１日につき １，６５０円 

第３展示室 １週間につき ２６，４００

円 
１日につき １，６５０円 

展示室全室 １週間につき ７９，２００

円 
１日につき ４，９５０円 

                                  」を 

「 

第１展示室 
１週間につき ２７，３６０

円 
  

１日につき ４，５６０円 １日につき １，７１０円 

第２展示室 
１週間につき ２７，３６０

円 
  

１日につき ４，５６０円 １日につき １，７１０円 

第３展示室 
１週間につき ２７，３６０

円 
  

１日につき ４，５６０円 １日につき １，７１０円 

展示室全室 

１週間につき ８２，０８０

円 
  

１日につき １３，６８０

円 
１日につき ５，１３０円 

                                  」に

改め、同表第１控室の項中「５５０円」を「６４０円」に、「２２０円」を「２



４０円」に改め、同表第２控室の項中「５５０円」を「６４０円」に、「２２０

円」を「２４０円」に改め、同表に次のように加える。 

ホール控室 １日１回につ

き 
３８０円 

（１９０円） 
  

 別表第１備考２を削り、同表備考３を同表備考２とし、同表備考４中「ホー

ル」の次に「及びホール控室」を加え、同表備考４を同表備考３とし、同表備

考５を同表備考４とする。 

 別表第４を次のように改める。 
 別表第４（第１０条、第１１条関係） 
  撮影使用料 

区分 単位 撮影使用料 
１階 １時間につき ９，２８０円 
２階 １時間につき ７，１７０円 
３階 １時間につき ６，８６０円 
４階 １時間につき ７，１８０円 
全館 １時間につき ３０，５００円 

  備考 報道等の取材に伴う撮影の場合は、徴収しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例（別表第１に１項を加える改正規定を除く。）による改正後の佐倉

市立美術館の設置及び管理に関する条例（以下「改正後条例」という。）別表

第１の規定は、令和４年４月１日（以下「適用日」という。）以後の佐倉市立

美術館の施設の使用に係る使用料であって、令和３年１２月１日（以下「基

準日」という。）以後に使用の承認の申請があったものについて適用し、適用

日前の佐倉市立美術館の施設の使用に係る使用料及び基準日前に使用の承認



の申請があった佐倉市立美術館の施設の使用に係る使用料については、なお

従前の例による。 

３ 別表第１に１項を加える改正規定及び改正後条例別表第４の規定は、適用

日以後の佐倉市立美術館の施設又は撮影の使用に係る使用料について適用す

る。 


